
　　　　

号
外
に
て
掲
載
し
ま
し
た｢

木
造

住
宅
簡
易
耐
震
診
断
相
談｣

は
、
現

在
申
込
み
多
数
の
た
め
、
5
月
６
日

（
金
）
を
も
っ
て
受
付
を
終
了
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
追
加
受
付
は
現
在
の
と
こ

ろ
未
定
で
す
が
、
受
付
開
始
時
に
は

広
報
紙
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

申
問
建
築
課　

☎
20

−

１
１
７
７

　

平
成
22
年
度
の
情
報
公
開
条
例
と

個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
状
況
を

公
表
し
ま
す
。

問
総
務
課　

内
線
３
３
３

▼
日
時
＝
５
月
29
日
（
日
）　

▼
場

所
＝
市
内
全
域　

▼
内
容
＝
道
路
等

の
ご
み
拾
い
を
実
施
し
ま
す
。
市
民

の
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。
※
各
地
区
ご
と
に

実
施
方
法
が
異
な
り
ま
す
。
詳
細
に

つ
い
て
は
、
後
日
回
覧
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

問
生
活
環
境
課 

　

内
線
４
０
４
・
４
０
５

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、青
森
県
・

岩
手
県
・
宮
城
県
・
福
島
県
及
び
茨

城
県
の
納
税
者
に
対
し
て
、
国
税
に

関
す
る
申
告
・
納
付
等
の
期
限
の
延

長
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
と
も
な

い
、
振
替
納
付
日
も
延
長
と
な
り
ま

す
。
な
お
、
延
長
後
の
振
替
納
付
日

に
つ
い
て
は
別
途
お
知
ら
せ
い
た
し

ま
す
。

問
下
館
税
務
署
総
務
課

☎
24

−

２
１
２
１　

音
声
案
内
２

（
内
線
１
１
２
１
）

　　　

農
業
を
始
め
る
人
や
農
業
を
始
め

て
間
も
な
い
人
を
対
象
に
、
農
業
技

術
の
基
礎
を
体
系
的
に
学
べ
る
研
修

を
行
い
ま
す
。

【
営
農
支
援
研
修
（
A
コ
ー
ス
）】

▼
期
間
＝
６
月
11
日
（
土
）
～
９
月

30
日
（
金
）　

▼
対
象
＝
野
菜
を
中

心
と
し
た
本
格
的
な
農
業
経
営
を
目

指
す
お
お
む
ね
45
歳
ま
で
の
人

【
定
年
帰
農
者
等
支
援
研
修
（
水
稲

入
門
コ
ー
ス
）】　

▼
期
間
＝
６
月
７

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

市
内
ク
リ
ー
ン
作
戦

い
ば
ら
き
営
農
塾 

受
講
生
募
集

Information

暮らしの

情報

本庁
☎ 0296-24-2111（代表）

筑西市下中山 732 番地１

関城支所
☎ 0296-37-6111（代表）

筑西市舟生 1040 番地

明野支所
☎ 0296-52-1111（代表）

筑西市海老ヶ島 1300 番地

協和支所
☎ 0296-57-2511（代表）

筑西市門井 1962 番地 2

５.１
2011

▶防災行政無線で放送した内容を再
度聞くことができます。
問消防防災課　☎内線３６８・３６９

【防災無線再応答サービス】
フリーダイヤル

０１２０−０２９６−９９

案

内

募

集

木
造
住
宅
簡
易
耐
震
診
断
相

談
の
受
付
を
終
了
し
ま
す

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
条
例
の
施
行
状
況

【納付期限の延長】 
　東日本大震災により、納付が困難な人の救
済措置です。固定資産税・都市計画税（1期分）
が対象となり納付期限が延長されます。※延
長期間が決まり次第お知らせいたします。

【口座振替者の振替日】 
　5 月 10 日（火）になりますが、納期延長を
希望する人は、事前にご連絡ください。

【全期前納報奨金を受けられる人】 
　納付書に記載されている期間内が対象とな
りますので、ご注意ください。

問 収税課　内線４４１・４４４

問 こども課　内線２５４・２５６

東日本大震災による納期の延長と
口座振替日の変更について

区　　分 情報
公開

個人情報
保護

開示請求 13 件 12 件
開示請求に対する決定
①全部開示の決定

②一部開示の決定

③不開示の決定

④不存在の決定

６件

６件

0 件

1 件

12 件

０件

0 件

0 件

異議申立て ０件 ０件
開示申出 11 件   −

子ども手当は
引き続き支給されます

　子ども手当は、4月〜９月までの6か月間、
これまでと同じ月額13,000円で、引き続き
支給されることになりました。
●支給金額…子ども 1 人につき月額 13,000 円
●支給対象…０歳から中学校卒業まで（15 歳に
なった後の最初の 3 月 31 日まで）
●支給月…６月（2 月分〜５月分）
　　　　　10 月（6 月分〜９月分）
◎申請手続が必要です
・出生などにより、新たに養育する子どもがで
きた人
・すでに受給していて、出生などにより養育す
る子どもが増えた人
・すでに受給していて、他の市町村から引越を
された人
◎手続きの必要はありません
　すでに受給していて、支給対象となる子ども
の数に変更がない人
◎ 6 月の現況届の提出は不要です

（一部不存在を含む）

（一部不存在を含む）
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国民健康保険税の軽減・減免のお知らせ
◆非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます

◆国民健康保険税の納付が困難な場合、減免を受けられることが
　あります。

問 医療保険課　内線２４１・２４２

◎非自発的失業者とは…離職日が平成 22 年３月 31 日以降で、その時点で
65 歳未満の雇用保険の｢特定受給資格者｣か｢特定理由離職者｣が対象です。
※雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが“11 . 12 . 21 . 22 . 23 . 
31 . 32 . 33 . 34”の人

◎減免基準
・災害等（火災、地震、風水害等）により住宅・家財の価格の３割以上
の被害が生じ、生活が著しく困難となった場合
・次の①〜③のいずれかに該当し、前年中の基礎控除後の総所得金額等
が 300 万円以下の世帯で、所得が３割以上減少する見込みにより納付が
困難な場合 ①生計の中心となっている人が、6 か月以上の長期療養が必
要な場合 ②生計の中心となっている人が、失業（定年退職、自己都合退
職等を除く）又は倒産、休業した場合 ③生計の中心となっている人が、
災害等により死亡又は重度障害者となった場合

◎軽減措置の内容
・対象期間…離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度   
末まで
・軽減内容…失業した本人の給与所得金額を100分の30として算定します。

◎減免割合　保険税額の 20％〜 100％（災害による損害の状況、前年中
の所得、所得減少率により市規則に規定した割合）

◎軽減措置の申請
　雇用保険受給資格者証と印鑑を持参のうえ、医療保険課または各支所
総合窓口課まで申請してください。

◎軽免申請　申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添え
て申請してください。

日
（
火
）
～
10
月
18
日
（
火
）　

▼
対

象
＝
農
産
物
を
販
売
し
収
入
を
得
よ

う
と
す
る
お
お
む
ね
65
歳
ま
で
の
人

【
定
年
帰
農
者
等
支
援
研
修
（
野
菜

入
門
コ
ー
ス
）】　

▼
期
間
＝
６
月
22

日
（
水
）
～
11
月
18
日
（
金
）　

▼
対

象
＝
農
産
物
を
販
売
し
収
入
を
得
よ

う
と
す
る
お
お
む
ね
65
歳
ま
で
の
人

▼
場
所
＝
県
立
農
業
大
学
校
（
茨
城

町
）　

▼
受
講
申
込
方
法
＝
最
寄
り

の
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
を
経
由

し
て
、
茨
城
県
立
農
業
大
学
校
に

▼
申
込
期
限
＝
営
農
支
援
研
修
（
A

コ
ー
ス
）
５
月
13
日
（
金
）、
定
年

帰
農
者
等
支
援
研
修
（
水
稲
入
門

コ
ー
ス
）
５
月
13
日
（
金
）、
定
年

帰
農
者
等
支
援
研
修
（
野
菜
入
門

コ
ー
ス
）
５
月
20
日
（
金
）

問
県
立
農
業
大
学
校　

研
修
科

☎
０
２
９

−

２
９
２

−

０
４
１
９

▼
受
講
期
間
＝
６
月
12
日
～
11
月
22

日
の
土
日
（
22
日
間
１
１
０
時
間
）

　

▼
時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
４
時

　

▼
会
場
・
申
込
先
＝
県
立
母
子

の
家
内
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
水

戸
市
）　

▼
受
講
料
＝
６
，
０
０
０

円
（
教
材
費
等
）　

▼
対
象
＝
母
子

家
庭
等
と
な
り
お
お
む
ね
７
年
以
内

の
人
で
、
全
日
程
に
出
席
で
き
、
今

後
就
労
を
希
望
し
て
い
る
人　

▼
受

講
手
続
＝
申
込
書
及
び
原
稿
用
紙
に

受
講
理
由
・
参
加
動
機
を
記
載　

※

定
員
を
超
え
た
場
合
は
作
文
選
考
に

な
り
ま
す
。
▼
申
込
期
限
＝
５
月
27

日
（
金
）
消
印
有
効　

▼
託
児
＝
２

歳
以
上
は
託
児
有
り
（
自
己
負
担
有

り
）
▼
交
通
費
＝
要
件
に
よ
り
一
部

を
支
給
し
ま
す
。

問
こ
ど
も
課　

内
線
２
５
４

　

県
教
育
委
員
会
で
は
、
高
校
生
を

対
象
と
し
た
「
平
成
23
年
度
茨
城
県

育
英
奨
学
生
（
在
学
採
用
・
緊
急
採

用
）」
を
募
集
し
ま
す
。

▼
申
請
資
格
＝
高
等
学
校
、
特
別
支

援
学
校
の
高
等
部
又
は
専
修
学
校
の

高
等
課
程
（
修
業
年
限
2
年
以
上
の

も
の
に
限
り
ま
す
）
に
、
平
成
17
年

度
以
降
入
学
し
た
人　

▼
申
込
期
限

＝
5
月
31
日
（
火
）

問
県
教
育
庁
高
校
教
育
課

☎
０
２
９

−
３
０
１

−

５
２
４
５ 

　　

住
み
よ
い
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
を

め
ざ
し
、
市
民
の
み
な
さ
ん
と
活
動

し
ま
す
。　

▼
会
費
＝
１
戸
あ
た
り

５
０
０
円
（
年
額
）　

▼
募
集
期
間

＝
５
月
１
日（
日
）～
６
月
30
日（
木
）

社
会
福
祉
協
議
会　

会
員
募
集

後期高齢者医療保険料の減免のお知らせ
　後期高齢者保険料を納めることが困難な人については、保険料が減免になる
場合があります。減免を受ける場合は、申請が必要となりますので、担当課ま
でお問い合わせください。（減免は、申請をすれば必ず受けられるものではあ
りません）

保険料の納付が困難な場合 保険料減免申請の条件

・災害による住宅、家財
  又はその他財産の損害

被保険者又はその属する世帯の世帯主が居住
する住宅、家財又はその他財産の損害額（保
険金、損害賠償金等により補てんされるべき
金額を除く）が、10 分の３以上の場合

・死亡又は長期入院によ
  る収入の減少
・事業の休廃止、失業によ
  る収入の減少

被保険者又はその属する世帯の世帯主及びそ
の他の世帯員である被保険者の総収入の見込
額の合計額が、減免申請日の前年の世帯の総
収入の合計額の 10 分の５に減少する場合

・農作物の不作、不漁によ
  る世帯主の収入の減少

農作物等の損害の程度が、平年における農作
物等による収入額の 10 分の３以上の場合

問 医療保険課　内線２４３

※いずれの場合も、減免申請日の前年の被保険者又は、その属する世帯
の世帯主及びその他の世帯員である被保険者の総所得額の合計額が1,000
万円以下の場合に限ります。
※ ｢災害による住宅、 家財又はその他財産の損害｣ による減免申請に際
しては、公的機関が発行する罹災証明書等災害の状況を証明する書類の
添付が必要になります。

茨
城
県
育
英
奨
学
生
（
在
学

採
用
・
緊
急
採
用
）
募
集

問
社
会
福
祉
協
議
会 

☎
22

−

５
１
９
１

（
関
城
支
所
）
☎
20

−

３
３
１
０

（
明
野
支
所
）
☎
52

−

１
３
８
１

（
協
和
支
所
）
☎
57

−

３
８
８
８

▼
日
時
＝
５
月
17
日
（
火
）
午
後
１

時
か
ら
（
受
付
は
１
時
10
分
ま
で
）

▼
対
象
＝
妊
婦
さ
ん
、
１
歳
く
ら
い

ま
で
の
お
子
さ
ん
と
そ
の
家
族
先
着

30
組　

▼
場
所
＝
明
野
保
健
セ
ン

タ
ー
（
あ
け
の
元
気
館
内
）　

▼
持
参

品
＝
母
子
健
康
手
帳
、
飲
み
物　

▼

申
込
期
限
＝
５
月
10
日
（
火
）
ま
で

申
問
健
康
づ
く
り
課

☎
22

−

０
５
０
６

▼
日
時
＝
８
月
18
日
（
木
）【
一
般
】

午
前
９
時
30
分
～
午
後
12
時
30
分

（
定
員
３
６
３
人
）【
給
油
】
午
後
１

時
～
４
時
（
定
員
３
６
３
人
）
▼
講

習
会
場
＝
結
城
市
文
化
セ
ン
タ
ー
ア

ク
ロ
ス　

▼
受
講
申
請
書
受
付
＝

（
郵
送
）
５
月
19
日
（
木
）
～
７
月

21
日
（
木
）・（
筑
西
広
域
消
防
本
部

持
参
）
７
月
22
日
（
金
）

問
県
危
険
物
安
全
協
会
連
合
会　

☎
０
２
９

−

３
０
１

−

７
８
７
８　

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会

医
療
事
務
講
座
受
講
生
募
集

楽
し
い
育
児
学
級 

参
加
者
募
集
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▼
活
動
内
容
＝
協
議
会
（
年
４
回
程

度
開
催
）
に
出
席
し
、
意
見
交
換
及

び
提
案
等
を
行
い
ま
す
。　

▼
報
酬

＝
市
非
常
勤
者
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
。

▼
任
期
＝
８
月
１
日
（
月
）
か
ら
３

年
間　

▼
募
集
人
員
＝
８
人
以
内

▼
応
募
資
格
＝
①
市
内
在
住
の
満
40

歳
以
上
の
人
（
被
保
険
者
）
で
、
介

護
保
険
制
度
に
関
心
の
あ
る
人
②
官

公
庁
勤
務
者
及
び
そ
の
家
族
で
な
い

人　

▼
応
募
方
法
＝
①
住
所
②
氏
名

③
年
齢
④
性
別
⑤
職
業
⑥
電
話
番
号

⑦
応
募
の
理
由
⑧
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等

に
参
加
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
団
体

名
等
を
記
載
の
う
え
、
郵
送
又
は
窓

口
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。　

▼
応

募
期
限
＝
５
月
17
日（
火
）ま
で（
当

日
消
印
有
効
）

申
問
介
護
保
険
課　

内
線
２
１
６

▼
試
験
日
＝
８
月
20
日
（
土
）
午
後

１
時
30
分
～
３
時
30
分　

▼
試
験
会

場
＝
筑
波
大
学　

▼
受
験
願
書
配
布

＝
５
月
16
日
か
ら　

▼
配
布
場
所
＝

筑
西
保
健
所　

▼
受
験
願
書
受
付
＝

７
月
４
日
（
月
）・
５
日
（
火
）　

申
問
筑
西
保
健
所　

衛
生
課

☎
24

−
３
９
１
３

▼
日
時
＝
５
月
18
日
（
水
）
～
23
日

（
月
）
午
前
11
時
～
午
後
６
時
（
最

終
日
は
午
後
３
時
ま
で
）　

▼
場
所

＝
ク
イ
ー
ン
ズ
ス
ク
エ
ア
横
浜
み
な

と
み
ら
い
ギ
ャ
ラ
リ
ー
C　

▼
入
場

無
料

問
ギ
ャ
ラ
リ
ー
「
お
っ
こ
の
室
」
を

支
え
る
会　

☎
22

−

２
７
０
０　

　
▼
日
時
＝
５
月
19
日
（
木
）
～
22
日

（
日
）
午
前
10
時
～
午
後
６
時
（
最

終
日
は
午
後
５
時
ま
で
）　

▼
場
所

＝
文
化
ギ
ャ
ラ
リ
ー（
ス
ピ
カ
６
階
）

▼
入
場
無
料

☎
長
谷
川　

☎
24

−

６
６
８
８

　
▼
日
時
＝
５
月
21
日
～
平
成
24
年
３

月
17
日
（
毎
月
第
３
土
曜
全
10
回
）

午
前
10
時
～
正
午　

▼
定
員
＝
20
人

▼
受
講
料
＝
１
０
，
０
０
０
円
（
材

料
費
別
）　

▼
申
込
期
間
＝
４
月
27

日
（
水
）
～
５
月
11
日
（
水
）

申
問
筑
西
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９
６

−

75

−

１
２
５
４

　

東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り

『
春
季
都
市
緑
化
祭
』
の
開
催
が
困

難
な
た
め
、
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

問
県
西
総
合
公
園
管
理
事
務
所

☎
57

−

５
６
３
１

▼
日
時
＝
５
月
22
日
（
日
）
午
後
１

時
30
分
か
ら　

▼
場
所
＝
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
（
二
木
成
）　

▼
出

演
団
体
＝
下
館
マ
ン
ド
リ
ン
ク
ラ

ブ
、
ラ
・
ジ
ュ
ネ
ス
、
リ
バ
ー
シ
テ
ィ

マ
ン
ド
リ
ー
ノ　

▼
入
場
＝
無
料

問
永
盛

☎
０
９
０

−

２
６
６
５

−

７
３
２
９

♬
対
象
＝
幼
児
・
児
童
・
保
護
者
♪

【
夢
く
ら
ぶ
】
▼
日
時
＝
５
月
14
日

（
土
）
午
後
２
時
～
３
時　

▼
場
所

＝
関
本
公
民
館
・
和
室　

▼
内
容

＝
絵
本｢

お
む
す
び
こ
ろ
り
ん｣

｢

に
ゃ
ー
ご｣

、
紙
芝
居｢

し
あ
わ
せ

の
王
子｣

｢

ぼ
た
も
ち
を
く
っ
た
ほ

と
け
さ
ま｣

問
小
川　

☎
37-

３
７
２
９

【
野
ば
ら
の
会
】
▼
日
時
＝
５
月
21

日
（
土
）
午
後
２
時
か
ら  

▼
場
所

＝
中
央
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー  

▼
内
容
＝
絵
本
「
え
も
の
は
ど
こ

だ
」、
紙
芝
居
「
お
な
べ
と
こ
と
こ
」

他問
菅
原　

☎
28-

６
６
５
１

【
読
み
聞
か
せ
の
会
て
る
て
姫
】
▼

日
時
＝
５
月
21
日
（
土
）
午
前
10
時

30
分
～
11
時
30
分　

▼
場
所
＝
協
和

転
作
促
進
研
修
セ
ン
タ
ー
（
知
行
）

▼
内
容
＝
絵
本
「
つ
る
の
お
ん
が
え

し
」　

紙
芝
居
「
し
た
き
り
す
ず
め
」

他問
飯
山　

☎
57-

６
７
８
２

【
あ
す
な
ろ
の
会
】
▼
日
時
＝
５
月

22
日
（
日
）
午
後
２
時
か
ら　

▼
場

所
＝
中
央
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー

ナ
ー　

▼
内
容
＝
絵
本
「
と
う
さ
ん

か
あ
さ
ん
」、
紙
芝
居
「
お
だ
ん
ご

こ
ろ
こ
ろ
」
他
折
り
紙
遊
び

問
手
面　

☎
24-

４
５
４
７

【
協
和
お
は
な
し
会
】
▼
日
時
＝
５

月
24
日
（
火
）
午
前
10
時
30
分
～
11

時
30
分　

▼
場
所
＝
協
和
転
作
促
進

研
修
セ
ン
タ
ー
（
知
行
）　

▼
内
容

＝
紙
芝
居
「
こ
い
の
お
ん
が
え
し
」

絵
本
「
だ
れ
か
な 

だ
れ
か
な
」
他

て
あ
そ
び

問
海
老
澤　

☎
57-

４
４
６
１

◎
1
歳
～
６
歳
の
幼
児
と
保
護
者
対
象

【
協
和
ふ
れ
あ
い
健
康
プ
ラ
ザ
】
▼

日
時
＝
５
月
10
日
（
水
）
午
前
10
時

親
子
で
学
び
、
楽
し
く
遊

ぶ
子
育
て
支
援
イ
ベ
ン
ト

渡
辺
良
子
タ
イ
プ
ア
ー
ト

作
品
展

▼
試
験
日
＝
８
月
20
日
（
土
）
午
後

１
時
30
分
～
３
時
30
分　

▼
試
験
会

場
＝
筑
波
大
学　

▼
受
験
願
書
配
布

＝
５
月
16
日
か
ら　

▼
配
布
場
所
＝

筑
西
保
健
所　

▼
受
験
願
書
受
付
＝

７
月
４
日
（
月
）・
５
日
（
火
）　

申
問
筑
西
保
健
所　

衛
生
課

☎
24

−

３
９
１
３

▼
講
座
名
＝
ア
ー
ク
溶
接
特
別
教
育

（
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
講
習
）

▼
実
施
日
＝
６
月
４
日
（
土
）、
11

日
（
土
）、
18
日
（
土
）　 

午
前
９

時
～
午
後
５
時　

▼
申
込
方
法
＝
郵

送
（
往
復
ハ
ガ
キ
）
又
は
パ
ソ
コ
ン

入
力
［
郵
送
の
場
合
］
往
復
ハ
ガ
キ

に
①
講
座
名
②
氏
名
③
住
所
④
電
話

番
号
（
日
中
連
絡
の
取
れ
る
番
号
）

⑤
年
齢
⑥
職
業
（
会
社
名
）
⑦
企
業

申
込
み
の
場
合
は
担
当
者
名
・
連
絡

先
を
記
入
し
郵
送
［
パ
ソ
コ
ン
の
場

合
］
筑
西
産
業
技
術
専
門
学
院
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
か
ら
必
要
事
項
入
力
。

※
電
話
・
F
A
X
の
申
込
み
は
不

可　

▼
定
員
＝
20
人　

▼
申
込
締
切

＝
５
月
６
日
（
金
）
必
着　

▼
受
講

料
＝
２
，９
０
０
円
（
教
材
費
含
む
）

申
問
県
立
筑
西
産
業
技
術
専
門
学
院

在
職
者
訓
練
担
当

☎
24

−

１
７
１
４

読
み
聞
か
せ

都
市
緑
化
祭
中
止
の
お
知
ら
せ

茨
城
県
調
理
師
試
験

茨
城
県
製
菓
衛
生
試
験

ア
ー
ク
溶
接
特
別
教
育
講
座

イ
ベ
ン
ト

基
礎
か
ら
学
ぶ｢

室
内

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ｣

講
座

チ
ャ
リ
テ
ィ
マ
ン
ド
リ
ン

音
楽
祭

写
真
講
座
「
D
A
N
」

第
５
回
写
真
展

介
護
保
険
等
運
営
協
議
会

被
保
険
者
代
表
員
募
集

1819



相談日時・予約先 相談会場

５月 20 日（金） 
午前 10 時〜正午
■予約＝５月６日（金）
午前９時〜社会福祉協
議会へ申込☎ 22-5191

（市内在住の人・５人で
締切、受付順）

明野農村
改善

センター

＊相談員＝弁護士   ＊秘密厳守・無料 

法 律 相 談  （ 社 協 ）

相談日時 会場 申込先

５月 12 日（木）
午後１時〜３時

明野保健
センター

スピカ分庁舎
☎ 22-0506

５月 10 日（火）
午前 10 時〜 11 時 筑西

保健所
☎ 24-3911
（代表）５月 23 日（月）

午後 4 時〜 5 時

こころの健康相談
＊要予約　＊秘密厳守・無料

問い合わせ

広報広聴課
☎ 24-2111
内線 314

申し込み

事前申込不要
（当日来訪順

受付）

５月16日（月）
午前 9 時〜
電話予約

（先着８人）

相談員

人権擁護委員
（法務大臣委嘱）

行政相談委員
（総務大臣委嘱）

弁護士

相談会場

武道館３階
会議室

武道館３階
会議室

武道館３階
会議室

相談日時

５月 26 日（木）
午後１時〜３時

５月 26 日（木）
午後１時〜３時

５月 26 日（木）
午後１時〜４時

区分

人権相談

行政相談

法律相談
（市内在住の人）

＊秘密厳守、無料生活の困りごと相談（市）

▼日時＝毎週土曜日午前 10 時〜午
後３時 　 ▼相談員＝ＤＶ被害に悩
む女性の支援活動グループ　ＷＥ
ＳＴらいず　▶電話相談＝☎ 25-
3902　＊秘密厳守・無料

ＤＶ被害者支援 ホットライン

▶日時＝５月 19 日（木）午後 1 時 30 分〜　▶場所＝しも
だて地域交流センター会議室Ａ　▶内容＝ 「薬の取り扱いに
ついて」　▶講師＝県薬剤師会筑西支部長　 石津隆　先生　
問 健康づくり課   ☎２２- ０５０６

生涯学習奨励単位認定該当事業

▶対象＝セラバンドを用いた体操に関心のある人　
▶募集人数＝各先着 30 人（※明野会場のみ 20 人）　▶必要
品＝バスタオル、タオル、飲み物　▶運動のできる服装・運
動靴でお願いします。
問 健康づくり課   ☎２２- ０５０６／市健康運動普及員会会
長　鳥生厚夫   ☎２０- ３３８６

※ 12 日（木）の武道館は、下館地区の健康運動教室です。
※会場の都合により、中止になる場合があります。

※会場の都合により、中止になる場合があります。

地区 開　催　日 会　場

明野 ５月 10 日（火）、24 日（火）
13:30 〜 15:00

元気館
健康体操室

協和 ５月６日（金）
13:30 〜 15:00

協和総合セン
ター

関城 ５月 11 日（水）
13:30 〜 15:00

ペアーノ　
１階会議室

下館 ５月９日（月）、12 日（木）、23
日（月）　13:30 〜 15:00

武道館
３階会議室

地区 開　催　日 会　場

明野 ５月２日 ( 月 )、16 日（月）
13:30 〜 15:00

元気館
健康体操室

協和 ５月 18 日 ( 水 )
13:30 〜 15:00

協和公民館
総合ホール

関城 ５月 12 日 ( 木 )、26 日（木）
13:30 〜 15:00

ペアーノ　
1 階会議室

下館

５月 13 日 ( 金 )、27 日（金）
13:30 〜 15:00 地域交流センター

５月 11 日 ( 水 )、18 日（水）、
25 日（水）　13:30 〜 15:00

武道館
３階Ｆ会議室

▶対象＝おおむね 60 歳以上　▶募集人数＝各先着 30 人（※明
野会場のみ 20 人）▶服装＝動きやすい服装　▶持参物＝タオル、
飲み物
問健康づくり課　☎２２- ０５０６／市いきいきヘルス会
会長　 岡田英　☎３７- ４００６

　女性の専門相談員がＤＶ、セク
ハラなどの相談に応じます。▶日
時＝毎週月曜日（午前９時 30 分
〜正午）、毎週木曜日（午後１時
30 分〜４時） ▼場所＝市役所　 ▼

申込み＝家庭児童相談室（☎ 24-
2613）へ。＊秘密厳守・無料

女性問題相談 （要予約）

ＭＴ・21 健康づくり講演会

健康運動教室（筑西はつらつバラエティー体操）

下妻法律相談センターでは、東日本大震災
に関する相談のみ無料で受け付けています
◆相談日＝毎週月曜日　午後１時 30 時〜４
時 30 分
◆受付＝土日を除く午前９時〜（予約先着
順）
◆場所＝下妻市商工会館（長塚 74 −１）

問 茨城県弁護士会　
　　☎０２９−２２１−３５０１

東日本大震災相談窓口
茨城弁護士会

申 下妻相談センター　
　  ☎０２９６−４４−２６６１

～
午
後
1
時　

▼
内
容
＝
躾し

つ
けの
基
本

を
学
ぶ　

▼
募
集
人
数
＝
30
組
程
度

▼
参
加
費
＝
親
子
1
組
に
つ
き

２
０
０
円
（
保
険
・
昼
食
込
）
▼
申

込
み
＝
５
月
８
日
（
日
）
ま
で

問
市
地
域
女
性
団
体
連
絡
会　

協
和
支
部　

中
島
☎
57

−

６
６
５
７

☎
０
８
０

−

１
０
３
６

−

８
６
６
３

【
県
西
運
動
公
園
】
▼
日
時
＝
５
月

18
日
（
金
）
午
前
10
時
～
午
後
2
時

▼
内
容
＝
親
子
で
春
の
外
遊
び　

▼

募
集
人
数
＝
30
組
程
度　

▼
参
加
費

＝
親
子
1
組
に
つ
き
２
０
０
円
（
保

険
・
昼
食
込
）　

▼
申
込
み
＝
５
月

12
日
（
金
）
ま
で

問
市
地
域
女
性
団
体
連
絡
会　

下
館
支
部　

野
澤
☎
24

−

８
３
８
３

【
あ
け
の
元
気
館
内
】
▼
日
時
＝
５

月
25
日
（
火
）
午
前
10
時
～
午
後
３

時　

▼
内
容
＝
子
ど
も
が
健
康
に
育

つ
た
め
の
食
育
を
考
え
る　

▼
募
集

人
数
＝
30
組
程
度　

▼
参
加
費
＝
親

子
1
組
に
つ
き
２
０
０
円
（
保
険
・

昼
食
込
）

問
市
地
域
女
性
団
体
連
絡
会　

明
野
支
部　

広
瀬
☎
52

−

３
８
０
２

明
野
公
民
館　

☎
52

−

５
３
３
３

▼
日
時=

５
月
13
日
（
金
）
午
前

10
時
15
分
～
11
時
45
分　

▼
テ
ー
マ

=

子
ど
も
の
頑
張
る
チ
カ
ラ
を
育
て

た
い　

▼
場
所=
し
も
だ
て
地
域

交
流
セ
ン
タ
ー
２
階 　

▼
講
師=

ス
コ
ー
レ
家
庭
教
育
振
興
協
会 

平

石
喜
美
子
氏   

▼
入
場
無
料
、
託
児

あ
り

問
増
渕

☎
０
９
０

−

３
５
３
２

−

７
５
８
１

▼
日
時=

５
月
12
日
（
木
）
午
前

10
時
30
分
～　

▼
場
所
＝
た
か
の
す

公
園（
雨
天
時
は
な
か
よ
し
る
ー
む
）

▼
対
象
＝
未
就
園
児
と
そ
の
保
護
者

▼
内
容
＝
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
・
リ

ズ
ム
体
操
・
ゲ
ー
ム
他

問
未
来
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

栗
原

☎
24

−
８
０
７
０

▼
日
時
＝
５
月
18
日
（
水
）
午
後
１

時
30
分
～
５
時　

▼
場
所
＝
し
も
だ

て
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
２
階
研
修
室

▼
費
用
＝
３
０
０
円
（
資
料
代
）

申
問
ア
イ
ネ
ッ
ト
・
浅
沼　
　

☎
０
９
０

−

３
１
４
０

−

４
８
６
５

▼
日
時
＝
毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
の

午
後
１
時
～
５
時
（
祝
日
除
く
）　

▼

場
所
＝
市
青
少
年
セ
ン
タ
ー
（
ス
ピ

カ
３
階
）

問
☎
24

−

６
０
８
１
（
直
通
）

ス
コ
ー
レ
母
親
セ
ミ
ナ
ー

あ
お
ぞ
ら
ほ
い
く

不
登
校
の
解
決
に
向
け
て

相

談

青
少
年
な
ん
で
も
相
談

い き い き ヘ ル ス 体 操 教 室

◎
広
報
筑
西
ピ
ー
プ
ル
（
ナ
ン
バ
ー

１
０
９
）４
月
１
日
号
に
お
い
て
、乱
丁（
印

刷
、
製
本
時
に
ペ
ー
ジ
の
順
序
が
乱
れ
る

こ
と
）
の
あ
る
広
報
紙
が
複
数
部
見
つ
か

り
ま
し
た
。

　

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
て
、
申
し
訳

ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
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